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なんとも激しい物の言い方をします。その雰囲気には

圧倒されてしまいます。係官は見慣れているのか高見

の見物を決め込んでいます。やがて係官の二言，三言

で静かになり，結局「二人のボートを見てもらって気

に入ったほうにしたらいい｡」との提言に従うことに

しました。「もし気に入らなかったら帰っておいで。

他にもたくさんあるから……」と外の連中を指さしな

がらニヤッと笑うのでした。

出来れば早く決めて落着きたい。一人のボートは湖

のど真中にあり岸からフィアーナを運ぶのに不都合な

所に位置していました。アブドールの船は岸近くにあ

るというし，ここから車で15分ぐらい行った別の湖に

あり，景色もダウンタウンに比べると断然美しいとい

います。彼のポートに着いた時は家族全員が外で待っ

ていて歓迎してくれました｡｢おまえのボートにする｣。

「そうかサーブ。目が高いよ｣。彼の家族は親父のア

ブドールを筆頭に下は10歳く．らいのジタールという男

の子の7人家族です。

カシミールはインド有数の避暑地です。インド国内

はもとより諸外国からも訪ずれ，春から夏にかけてば

バカンスを楽しむ人達であふれるほどですが，我々の

行ったのは11月も過ぎてからなので完全なシーズンオ

フでした。

昼間は過ごしやすいのですが，日没とともに急に冷え

込み始め，夜中はシュラフの上にふとんを掛けても寒

いくらいで，オーナーのアブドールかハピブが交代で

寝る前に一回と夜中の3時か4時ごろに一回チヤコー

ル（練炭）みたいなものを部屋に運んでくるのです。

私達はちょうどハワイからアラスカに移動したような

もので，もともと寒さには弱いのですが，最初の数日

は身体がここの気候になじみきれず大変でした。それ

以外はハウスボートでの生活は快適そのものでした。

ハウスポート全体(客室3とメインサロン）を貸し切っ

ているのも同然でした。周囲のハウスポートは，客は

一人もいないらしく，ひっそりと静まりかえっていま

す。ハウスボートの家族がオフシーズンを利用して船

の修理をしている風景を時折り見かけましたが，それ

も実にのんびりしたものなのです。

子供達は土手側で遊んでいます。彼らの遊びは素朴

で見ていて飽きません。子供達の遊びはどの世界でも

変わりないような気がします。ある日デッキのところ

でフィアーナとポンヤリ子供達の遊んでいるのを見て

ニューデリーは駆け足で歩き回ったので，次はのん

びりと骨休みしようということになり，ハウスボート

のメッカ，インドの北部カシミールのスリナガールを

目指して空路飛び立ちました。スリナガールはヒマラ

ヤの南端とカラコルムに囲まれたカシミール高原の中

心をなす町で，海抜1768メートルの所にあります。複

雑な形をしたダル湖とジェムール河に囲まれた高原の

水郷で，そこにはハウスポートが数多く浮かんでいる

のです。

スリナガール空港から乗り合いバスに乗り込み，ハ

ウスボートを斡旋している役所があると聞き，そこで

降りたのですが，途端に20～30人ぐらいの人達にとり

囲まれてしまったのです。囲まれたのは今回で2回目

ですが,前回のようにターバンこそ巻いていませんが，

気持のいいものではありません。理由は，我々が行っ

た時はシーズンオフで，客がほとんどなく，さすがの

水に浮かぶ旅館も開店休業の状態だったからです。オ

フシーズンに来る客は彼等にとってボーナスみたいな

ものです（極端なことを言えば死活問題…“？！しか

しそこまでシビアな感じはしません)。彼らの迫力に

圧倒され，「こりやかなわん」ということで慌てて近

くの斡旋所へ駆け込んだのです。

我々の逃げ足の遅いのをいいことに，金魚のうんこ

よろしくぞろぞろとついてきます。彼等に向かって日

本語で「あんたら，ついてくるだけ損やぞ/」と怒鳴

ると，何を感違いしたのか，「今，ワシに向かって俺

のフネに泊ると言うた｡」と勝手に解訳したのがいて，

続いて「いや，おまえに言うたのではなくワシに言い

よった｡」と反論するのが出てきてケンカが始まった。

「日本語分からんくせに.…..｣仲裁すると増々事が大き

くなりそうなので，それを無視して町営の斡旋所に駆

け込んだ。

事務所に入ってそれらしき係官に「ハウスボートを

探している。安く泊まれて車イスで自由に出入り出来

て静かな所」という条件を提示すると，たまたま事務

所に遊びに来ていたアブドールと別の一人が「それな

らうちのポートが最高や1条件も合ってるし……｡」

と言ったのです。今まで友達として世間話をしていた

二人ですが，一瞬にして敵対意識をむき出しにして激

しい口調でケンカを始めました。早口でまくしたて，

おまけにヒンズー語と違うので何を言っているのか

さっぱり分かりませんが，さっき出くわした連中同様
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いますと，皆一生懸命お手玉をしているのでした。楽

しそうな笑い声が響いてきます。なつかしくなって彼

等の遊びの仲間に入れてもらおうと二人して広場に行

きました。三つ玉く．らいはやれそうな気がしました。

彼らの近くまで行って驚いた事があります。遠くでぼ

んやりして分からなかったのですが，彼らがお手玉に

使っていたのはヤギのフンを固めて作ったものだった

のです。素朴で自然のものを利用して遊ぶ彼らに拍手

喝采を送りたい気持でいっぱいでした。ただ，そのお

手玉は半乾きの状態だというのが彼等の手を見て察知

出来ましたので，遠慮したのです。

ジタールとはよく近くのリンゴ園に行き2～3個失

敬してはそれをほおばりながら近所を探険（と言えば

大げさかな）してみるのです。彼は，すごくはずかし

がり屋で,最初は物陰に隠れたりしていましたが,徐々

に仲良くなり，やがてら我々にすごくなついてくれま

した。時には一日中彼と過ごすこともあるようになり

ました。

この近くの子供達はごく少数で，ほとんどは家の中

の手伝いをするか，外で仲間と遊びまわっているかの

いずれかです。彼らは実に伸び伸びしていて子供の本

来の姿を見ているような感じです。でも，教育を受け

ていないので(自然相手の勉強はしているのですが)，

その点では割り切れないものを感じます。現在の日本

の子供達のように，塾に縛りつけられて育っていくの

も問題だと思うのですが，文盲も困ったことです。こ

の両者を合わせて二分にしたくらいがちょうど良いよ

うな気がしす。カースト制度の名残もあり，簡単には

解決出来ないでしょうが，近い将来それらが改善され

るのを祈らずにはいられません。

カシミールの早朝はまるでメルヘンの世界です。淡

い太陽の光の筋がもやの中を貫き，ハウスボートや広

場の木々に反射し，そこだけもやの中から浮び上がり

羊やアヒルがノンピリと朝の散歩を楽しみ，どこから

ともなく「オハヨウ」の声が響いてきます。なんとも

ロマンチックなムードなので，毎日フィアーナと早朝

デートとしゃれこみ，この1時間くらいの時間をおも

いっきりエンジョイしました。ある朝などは，このあ

まりにも平和な光景にロマンチックになり過ぎたのか

「この霧のカーテンと雑草の絨毬の上で体験できれば

最高だろうね」とフィアーナが言いだしました。確か

にアダムとイブの心境になってもおかしくないだけの

ムードがあります。こんな健康的な発想を出来る所な

のです。一面に生茂る自然の絨毬は残念ながら露が降

りていたので，またカルカッタの時の繰り返し（肺炎

で入院したこと）になるのも困ると思いモーニングキ

スにとどめました。

ここのハウスポートに住んでいると，大小さまざま

なカヌーが日常生活品や毛皮のコート，オミヤゲ,花，

キャンディ等々を積んで，ひっきりなしにやって来ま

す。今はお客が少ないだけに我々のポートに集中して
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来るみたいです。湖のど真中で水上生活をしていても

陸に上がる必要がないくらい色々なカヌーがマメに足

を運んできます｡変わり種には,ハッシッシのデーラー

が水パイプ．を持参で売りに来た例があります。

町に出かける時でも水上タクシー（シカラという）

を使います。陸路より便利な時が多く，よく利用しま

した。フィアーナもシカラが気に入り，挙げ句の果て

には，天気のいい日は一日中チャーターして旧市街を

見学したり，湖上公園（春になればこの公園一面に花

が咲き乱れ，湖の中に花園が出来るのです）に行った

りして遊びました。途中いくつもの水路と小さな運河

を通り抜け，数多くの橋の下をくぐりながら水郷めぐ

りを楽しみました。ときには水辺から河のなかに突き

出して立っている店にシカラを横付けし，昼の弁当を

買い込み，舟の中でそれをバクつきながら岩山の上に

そびえるハリ・パルバットという古城を見上げ，優雅

な気分にひたっていました。

カシミール滞在中に陸路この町を見学して回ったの

は一日だけでした。その時，僕がデコポコ道を車イス

を押しながらある寺院に向かって歩いていると，4～

5人の子供達が近寄って来て石を投げ始めたのです。

それがこともあろうに僕のみを的にしているのです。

すぐ合点がいきました。というのも，今までにも何回

となく石を投げられたことがあったからです。以前は

大人から投げられたこともありました。インドには

カースト制度の名残が今だに根強く残っています｡(こ

の制度は廃止されたのですが，何百年も続いてきたこ

の習'慣が，そう簡単には衰えるはずがありません）彼

らの感覚からいくと，フィアーナは大金持ちで，実は

歩けるのに金持ちがために浩一という下男を使って車

イスを押すという風にとらえているみたいです。石を

投げられる度に不愉快な思いをしましたが，最初の時

のように頭に血が上って怒鳴り散らすようなことはな

くなりました。「こらっ！」と日本語で言って終わり

です。近いうちにこういうことがなくなる日がくるよ

うな気がします。石こそ投げられませんでしたけど，

カルカッタの係員が，同じ感覚で我々をとらえていた

ぐらいですから．．…．。
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メジャーメント

ハンディキ ャ ッ プ

システ ム

理論

1976年,USYRUは，外洋ヨットのための新しい

ハンディキャップ・システムを設定した｡その目的は，

現行のIORルールの下ではレースできない様々なデ

ザイン，形のヨットが対等にレースできるようにする

ことである。USYRUは，マサチューセッツエ科大

学の外洋ヨットのためのPrattProjectを基にして，

メジャーメント・ハンディキャップ．システム

(MHS)を使ったが，ここではレーティングは，こ

れまでのルールでは長さで表されていたのに対し，い

ろいろな風向・風力における速力の予想によって表さ

れる。MHSは,1978年のバーミューダ・レースで初

めて使われた。MHSは，クルージングの適応を求め

る規定であるという特徴を持っている。

新ルールに関する指示(Mandate)

必要が発明の母であるとすれば，不満は新しいヨッ

ト・メジャーメント・ルールの親である。

MHSは,IORを親として生まれた。

歴史をさか上ってみると,IORは10年前,Cruis-

ingClubofAmerica(CCA)とRoyalOceanRac-

ingClub(RORC)双方のルールを混ぜ合わせて生

まれたことがわかる｡1930年代以降,これら2つのルー

ルが世界中の外洋レースを支配していたからだ。IOR

は，国際的なヨットマン達がこの2つのルールに不満

を覚えたことから生まれた。1つの世界に1つのルー

ル，というユートピアを目指し，彼らは2つのルール

を1つにしたのである。このルールは,IORとして

知られるようになった。

アメリカのほとんどのヨットマンは，統一の精神と

いうことから，また，このルールもCCAルールと同

じように多様なデザインのヨットに公正なハンディ

キャップを与えるものであり，不足があればすぐ改正

できるものと信じて賛成した。しかし，その信頼は置

き忘れられてしまった。IORがdevelopmentruleと

して生まれたからである。こうして，このルールは他

の有名なルール,ThamasMeasurement,Sea-

wanhaker,International,それにUniversalなどとな

らぶルールになった。

Developmentruleとは，比較的固定され，それを

守るように考案されたルールである。つまり,de-

velopmentruleはヨットのタイプを指定する性質を
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持っているということができる。ThamasMeasure-

mentは,plank-on-edgeのイングリッシュ・カッター

を生むもとになった。Seawanhakerruleはフィン・

キールや長いオーバーハングを奨励しているし,In-

temationalおよびUniversalrulesは，小さなクラス

では比較的幅が狭く排水量の大きい，つまりウェット

なヨットを好まない。

IORは，私の見る限り，外洋ヨットのためのルー

ルとしては,developmentruleの中では最もよいルー

ルだと思う。これは，以前からあったdevelopment

ruleを全部合わせたより大きな影響力を持っている

といえるだろう。しかし，このルールは明らかに

type-formingであり，それに合うように造られてい

ないヨットに対しては，レーティングの面でひどく不

親切である。

IORは，以前のdevelopementruleに比べれば欠

点は少ないが，違う欠点も持っている。IORは，広

いビーム，細いエントランスによる浮力のほとんどな

いフォワード，ルールに合うようにした不格好なス

ターン，まるで凸面レンズのようなデインギー形のハ

ルに小さなキールとスケグ／ラダーのついたものを好

む。軽い排水量，軽いスカントリング，質素なインテ

リア，それに非常に大きなセール・う°ランも奨励され

た｡．不安定なダウンウィンドのときには，コントロー

ルするのがやっとで，時には見もののブローチングが

起きることになる。ある人が最近冗談半分に言ったと

ころによれば，こういうコンディションのときには，

閻夜の酔っぱらいのようになるのは目に見えている，

ということだ。

すべてのヨットマンがこのタイプのヨットを好むわ

けではないが，好みに合えば,IORによって最高の，

いわゆるグラン・う。リ・レースができたということは

いなめない。しかし，大多数を占めるdualpurpose

（レースにもクルージングにも使える）ヨットの愛好

者達がIORによって公民権を奪われたと感じている

のも確かだ。

不満の高まりは，1976年1月，フロリダの

Jacksonvilleで開かれたUSYRUの定例会議で明ら

かなものとなった｡この会議で,様々なデザインのヨッ

トを対等に扱うことのできるハンディキャップ・ルー

ルの設定が決められたのである。新しいルールは，

IORにとって代わるべき性質のものではないことが

へ
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明らかになった。こ.のルールの指示(mandate)は，

以下の通りである。

"USYRUOffshoreCommitteeは，合衆国のすべ

てのオフショア・ヨットマンの利益のために最善を

つくすことをその方針としている”

CCATechnicalCommittee議長としてのレーティン

グに関する経験，それに豊かな外洋レースの経験が記

されている。MHCのメンバーは,App.Aにリスト・

ｱｯブした｡

MHCは，スタートに時間を費やさなかった。新し

いシステムが，指令からわずか2年後の1978年のバー

ミューダ・レースで用いられたということは,MHC,

そのテクニカル・アドバイザー，およびその他，この

システムの完成をレースに間に合わせるため，熱心に

協力した人々の非常な努力を証明するものだ。ルール

作成の長い歴史の中でも，2年間というのは短い。

当初,MHCは方法を2つにしぼった。1つは現行

のIORメジャーメントを,IORに合うようにデザイ

ンされていないヨットにも平等なレーティングが与え

られるような，少し異なる式を用いて使う，というも

の。もう1つは全く別の角度から作り直す，というも

のだった。

IORを使う方法は，行きづまりそうだった。MHC

は,IORのハル・メジヤーメントでは，ハルの形は

うまく出せない，と感じたのである。これは，ハルの

重要ポイントを何カ所か計測するだけなので,排水量，

ライティング・モーメント，ウェッテド・サーブエス

など，スピード・パラメーターのカギとなるものが計

測されずに残ってしまう。CruisingClubofAmerica

は1976年のバーミューダ・レースで，修正した式を用

いてIORメジャーメントを行なった。しかし，微風

となぎのため，テストの最終的な結果を出すには至ら

なかった。また,CCATechnicalCommitteeは，

IORメジャーメントが不適当だということはよくわ

かっていて，公式の改正にあたっていた。この委員会

のメンバーの多くは,MHCのメンバーでもあったの

で，ずい分時間の節約になった。

こうして,MHCは，新しい方法をとることを求め

たのである。その決定は，マサチューセッッエ科大学

(MIT)のPrattProjectの研究を使えそうだ，とい

うことでうながされた。ここの理事であるKerwin,

Newman両教授の力が，この決定のカギとなったの

である。

"現在USYRUが合衆国内で正式に認めているルー

ルは唯一つであり，それはIORルールおよびその

派生,IORMarkU,IORMarkm,それに最新の

IORMarkmAである”

"このルールは本質的にはdesignruleであり，そ

のもとで，特にレベル・クラス・レースおよび外洋

レースなどで，ルールのリミットいつぱいに造られ

たヨットの間に激しい競争が展開される”

へ
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"USYRUは，このような形の外洋レースを認める

オーナー間のこのような争いを今後とも支持し奨励

し，従ってIORの原則およびORCCouncilを支

持する方針は，変えない。

"しかし，合衆国にはもっとコンサーバティブな基

準でレースすることを好み，また,IORに適した

ものではないヨットを持ちたいと思っているヨット

マンが多数いる。これらのヨットマンは,design

ruleよりhandicapruleを求めている”

"USYRUは，両方の考え方を正当と認め，できる

限りの範囲内で両方を支持する考えである”

"USYRUは,;handicaprule'を求める人々 の要求

に応えるには，様々な性格を持つヨットが平等に

レースできるようなハンディキャップ°・システムを

別に作らなければならないだろうと見ている”
一
一

"USYRUは，その研究および施設が，このような

ハンディキャップ｡・システムがORCCouncilに提

出され，完成され,ORCの審査を受けるのに役立

つことを望んでいる”

PrattProject

個人の基金によるこのPrattProjectは，ハンディ

キャップを設けるよりよい方法をみつけることを目的

にしている。その研究は，セーリング・ヨットの性能

にまでおよぶ。その目的は，様々な風速，船首方向に

おける様々なデザインのヨットのスピードを予測する

ことにある。

このプロジェクトは,USYRUの指令の2年前，

1974年に始められた。これは,Pratt提督の死後，

TheH.IrvingPrattOceanRacingHandicapping

Projectと名付けられたが，彼がこのプロジェクトに

示した深い興味が，その完成への大きな力となった。

（つづく）

最後のパラグラフに関しては,USYRUは,MHS

を合衆国向けに作成する，という立場にある。しか

し,ORCが興味を示した場合には，もちろん海外

での作成を援助する。ORCとは,IORの母体であ

るOffshoreRacingCouncilのことをさす。

MeasurementHandicapCommittee

この指示にこたえて,MeasurementHendicap

Committee(MHC)が,LynnAWilliamsを議長と

して，任命された。彼の信任状には，元CCA

MeasurementCommitteeの重要メンバー，現在の

（5）
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改正船舶職員法関係政令が定められた

昭和57年4月23日第96回通常国会において「船員法

及び船舶職員法の一部を改正する法律」が成立し，5

月1日に公布された。

改正法は公布の日から1年を超えない政令の定める

日から施行されることになっているが，この度，その

施行を定める「船員法及び船舶職員法の一部を改正す

る法律の施行期日を定める政令」のほか「船舶職員法

施行令」及び「船員法及び船舶職員法の一部を改正す

る法律の経過措置を定める政令」が昭和58年2月12日

に公布されたので，以下その3政令の内容について概

略を説明する。

(1)船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行

期日を定める政令（政令第12号)。（運輸省）

船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行

期日は，昭和58年4月30日とすることとなった。

(2)船舶職員法施行令（政令第13号）（運輸省）

〈運航士の職務〉

第1条船舶職員法（以下「法」という。）第2条

第3項第一号の航海士の行う船舶の運航に関する

職務のうち政令で定めるものは，次に掲げる職務

とする。

一船舶の位置，針路及び速力の測定，見張り，

気象及び水象に関する情報の収集及び解析，船

舶の操縦，航海機器の作動状態の確認，係船索

及びいかりの取扱い，船内の巡回，船外との通

信連絡，火災発生時等における応急措置の実施

並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の

作成

二貨物の積込み及び取卸しの作業の監督並びに

これに伴うバラストの調整並びにこれらの業務

に関する引継ぎ及び記録の作成

2法第2条第3項第二号の機関士の行う機関の運

転に関する職務のうち政令で定めるものは，機関

及び附属設備（以下「機関等」という。）の作動

状態の監視及び点検，機関等の操作，機関区域内

の巡回，機関等の故障発生時等における応急措置

の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記

録の作成とする。

〈乗組み基準〉

第2条法第18条の乗組み基準は,別表各号の表(以

下「配乗表」という。）の船舶の欄に掲げる船舶

の区分に応じ，配乗表の船舶職員の欄に定める船

舶職員として,配乗表の資格の欄に定める資格(そ

の資格が別表第四号の表の船橋当直三級海技士

（航海）又は機関当直三級海技士（機関）である

場合にあっては，三級海技士（航海）又は三級海

技士（機関）の資格を含む｡）又はこれより上級

の資格についての免許を受けた者を乗り組ませる

こととする。ただし，次の各号に掲げる者につい

ては，当該各号に定めるところによる。

①履歴限定をした免許を受けた者

②船橋当直限定又は機関当直限定をした三級海技

士（航海）又は三級海技士（機関）の資格につ

いての免許を受けた者

③機関限定をした免許を受けた者

④設備限定又は区域出力限定をした免許を受けた

者

く別表＝第2条関係＝配乗表の適用に関する通則〉

1.総トン数20トン未満の船舶（以下「小型船」と

いう。）（7及び8に定める船舶を除く。）につい

ては，第一号の表を適用する。

第一号表：小型船

船

沿岸小型船

舶

総トン数

5トン未満のもの

総トン数
5トン以上のもの

沿海小ノ;！船

外洋小型船

省令で定める区域
を航行するもの又
進機関を有しない

運輸省
のみを
は推進
もの

運輸省令で定める区域
以外の区域を航行する
小卿船であって推進機
関を有するもの

船舶職員

船長

船長

船長

船長

船長

機関長 ’

資格

四級小型

船舶操縦士

三級小型

船舶操縦士

二級小型
船舶操縦士

一級小型
船舶操縦士

一級小型

船舶操縦士

六級海技士

（機関）

備考

①沿岸小型船とは，近海区域又は遠洋区域を航

行区域とする小型船以外の小型船であって，沿

海区域のうち運輸省令で定める区域のみを航行

するものをいう。

②沿海小型船とは，沿岸小型船及び近海小型船

及び近海区域又は遠洋区域を航行区域とする小

型船以外の小型船であって，沿海区域のみを航

行するものをいう。

③外洋小型船とは，沿岸小型船及び沿海小型船

以外の小型船をいう。

鶴難駄鞠鱸鰯
く移行講習を必要とする|日資格〉

第1条船員法及び船舶職員法の一部を改正する法

碓議蕊鰄鰯麓鰯
く移行講習を必要とする|日資格〉

第1条船員法及び船舶職員法の一部を改正する法

律(以下｢改正法」という。）附則第4条第4項(改

(6）
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<旧免状の引換え期間の特例〉

第3条更新免許者で二以上の旧免状の交付を受け

ているものは，これらの旧免状のそれぞれに係る

前条の表の引換え期間の欄に定める期間のうちそ

の起算日が最も早く到来することとなる期間内

に，これらの旧免状と引換えに，新免状の交付を

一括して受けることができる。

2更新免許者で長期間の乗船その他のやむを得な

い事由により前条の表の引換え期間の欄に定める

期間内に新免状の交付を受けることができなかっ

たものは，当該期間が経過した後であっても，昭

和63年4月29日（四級小型船舶操縦士の資格に係

る更新免許者にあっては，昭和68年4月29日）ま

での間，旧免状と引換えに，新免状の交付を受け

ることができる。

<移行講習に相当する講習を必要とする旧資格〉

第4条改正法附則第8条第3項の政令で定める旧

資格は，第1条各号に掲げる旧資格とする。

（注)1.船員法及び船舶職員法の一部を改正する法

律(以下「改正法」という。）の施行の日から

3年間に限り，旧資格に関わる乗船履歴を有

する者は，旧資格の試験を行うことができる

旨定められており，その試験に合格した者は，

それに相当する新資格の免許が与えられる。

この場合移行講習に相当する講習が必要とな

る。（第4条関係）

2更新免許者が，受けたものとみなされた免

許に係る新資格より上級の資格についての免

許を受けたため当該受けたものとみなされた

免許が効力を失った場合等であっても，当該

更新免許者は，当該受けたものとみなされた

免許に係る旧船舶職員法の規定による就業範

囲をなおその就業範囲とすることとした｡(第

5条関係）

<49年改正法附則の適用に関する経過措置〉

第6条船舶職員法の一部を改正する法律（昭和49

年法律第3号。以下｢49年改正法｣という。）附則

第2条の規定により49年改正法による改正後の船

舶職員法(昭和26年法律第149号｡次条において｢49

年改正後の法｣という。）によりされた免許とみな

された免許に関する改正法の施行後における49年

改正法附則第2条の規定の適用については，同条

中「改正後の船舶職員法(以下｢新法｣という。)」

とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正

する法律（昭和57年法律第39号）第2条の規定に

よる改正後の船舶職員法(以下この条において｢新

職員法｣という。)」と，「新法」とあるのは｢新職

員法｣と，「資格の上級及び下級の別は，旧法別表

第5の例による」とあるのは「資格の上級及び下

級の別については，旧小型船舶操縦士の資格は，

六級海技士(航海)の資格の下級とする」とする。

正法附測第7条第2項において準用する場合を含

む｡）の政令で定める旧資格は，次に掲げる旧資
格とする。

l乙種船 長6乙種機関長

2乙種一等航海士7乙種一等機関士

3乙種二等航海士8乙種二等機関士

4丙種船 長 9 丙 種 機 関 長

5丙種航海士10丙種機関士

（注）移行講習の実施主体等の詳細は省略

く旧免状の引換え期間〉

第2条改正法附則第5条1項の政令で定める期間

は小型船舶操縦士の資格以外の資格について次の

表の上欄に掲げる旧資格に応じ，それぞれ同表の

下欄に定める期間とする。

旧壷格 引換え期間
一

＝■ =
甲種船長甲繩一等航海士
甲概二等航海士lll種機関長
甲柿一等機関士甲種二等機
関士甲種船舶通信士乙種
船舶通信士lﾉj柿船舶通信士

昭和58年4月30日から昭和59

年3月31日まで

乙種船長乙梛一等航海士
乙種機関長乙繩一等機関』

昭和59年4月1日から昭和60
年3月31日まで

乙穂二等航海士乙柿二等機
関士

昭和60年4月1日から昭和61
年3月31日まで

昭和61年4月1日から昭和62
年3月31日まで

丙種船長丙極機関長

昭和62年4月1日から昭和63
年3月31日まで

丙械航海士丙極機関士

2改正法附則第5条第1項の政令で定める期間

は，小型船舶操縦士の資格については，次の表の

上欄に掲げる旧資格及び同表の中欄に掲げる旧免

状の交付を受けた日に応じ，それぞれ同表の下欄

に定める期間とする。

旧資格｜旧免状の交付を受けた日’引換え期間

昭和49年5月26日から

昭和49年9月30日まで

昭和58年4月30日から

昭和59年3月31日まで

一級小剛

船舶操縦士

二級小剛
船舶操縦士

三級小鮒'』
船舶操縦士

（
）

《
、

昭和59年4月1日から

昭和60年3月31日まで

昭和49年10月1日から

昭和50年6月30日まで

昭和50年7月1日から

昭和50年12月31日まて

昭和60年4月1日から

昭和61年3月31日ま-で

昭和61年4月1日から

昭和62年3月31日まで

昭和51年1月1日から

昭和52年3月31日まで

昭和62年4月1日から

昭和63年3月31日まで

昭和52年4月1日から

昭和58年4月29日まで

昭和63年4月1日から

昭和64年3月31日まで

四級小M!』
船舶操縦士

昭和49年5月26日から

昭和50年12月31日まて

昭和64年4月1日から

昭和65年3月31日まて

昭和51年1月1日から

昭和51年9月30日まで

昭和65年4月1日から

昭和66年3月31日まて

昭和51年10月1日から

昭和52年9月30日まで

昭和52年10月1日から

昭和55年3月31日まで

昭和66年4月1日から

昭和67年3月31日まで

昭和67年4月1日から

昭和68年3月31日まで

昭和55年4月1日から

昭和58年4月29日まて

(7）



昭和52年7月21日第三種郵便物認可昭和58年4月15日第97号 ○FFSHORE

法別表第5によりこれより上級の資格とされてい

た資格についての免許を受けていた海技従事者に

関する改正法の施行後における49年改正法附則第

6条の規定の適用については，同条中「新法第21

条第1項」とあるのは，「船員法及び船舶職員法

の一部を改正する法律第2条の規定による改正後

の船舶職員法第21条並びに船舶職員法施行令附則

第2項及び第5項」.とする。

（注）第6条～第9条は，昭和49年改正法附則の適

用に関する経過措置を定めている。

昭和49年改正法の附則第2条は，｜日小型船舶操

縦士の免許が昭和59年5月25日までの間有効であ

ること,又,同第3条は,昭和49年改正法施行の際

旧小型船舶操縦士の資格又はこれより上級の資格

についての免許を受け，又は試験に合格している

者については，昭和59年5月25日までの間，運輸

大臣の指定する課程の講習，又は海運局長の認定

を受けることにより，一級小型船舶操縦士の免許

を受けることができること，又，同第5条及び第

6条においては，昭和59年5月25日までの間，原

則として，新旧いずれの乗組み基準によることも

できることを内容とする経過措置を定めている

が，今回の新法の施行により，昭和59年5月25日

までの間とされているこれらの経過措置がその効

力を失うおそれがあるため，そのようなことにな

らないように法文上明確にしたものである。

なお，以上の昭和49年の法改正に関する経過措

置は，昭和59年5月25日で期限切れとなるので，

関係者は注意していただきたい。

以上は(財)日本海技協会発行の資料を要約したもの

である。

第7条49年改正法附則第3条の規定により49年改

正後の法による一級小型船舶操縦士の免許を受け

ることができる者に関する改正法の施行後におけ

る同条の規定の適用については同条中「新法」と

あるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正す

る法律第2条の規定による改正後の船舶職員法」

と，「前条」とあるのは「船員法及び船舶職員法

の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定

める政令（昭和58年政令第14号）第6条の規定に

より読み替えられた前条」とする。

第8条49年改正法による改正前の船舶職員法（次

条において｢49年改正前の法｣という。）別表第1

の船舶の欄に掲げる船舶に関する改正法の施行後

における49年改正法附則第5条の規定の適用につ

いては,同条中｢新法第18条第1項｣とあるのは｢船

員法及び船舶職員法の一部を改正する法律第2条

の規定による改正後の船舶職員法（以下この条に

おいて｢新職員法｣という。）第18条並びに船舶職

員法施行令（昭和58年政令第13号）附則第2項及

び第5項」と，「同表の資格の欄に掲げる資格又

は旧法別表第5によりこれより上級の資格とされ

ていた資格」とあるのは「同表の資格の欄に掲げ

る資格に相当する新職員法に定める資格又はこれ

より上級の資格とされている資格（小型船舶操縦

士の資格にあっては，旧小型船舶操縦士の資格又

は新職員法第5条第1項第一号の資格)」と，「附

則第2条」とあるのは「船員法及び船舶職員法の

一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定め

る政令第6条の規定により読み替えられた附則第

2条」とする。

第9条49年改正法の施行の際49年改正前の法別

表第1の資格の欄に掲げる資格又は49年改正前の

へ‐

へ ＝芦

第 1回 親睦レース

TEL(03)436-1131(内線45)

申し込み受付／3月15日～5月14B

申し込み金／一人3,000円

（パーティー，夕食代含む）

スタート日時／5月14B(佐島，シーボニア，あ

ぶずりハーバーの場合は7時ス

タート。他のフリートより出場の

場合はあらかじめマリンピック実

行委員会事務局よりスタート時刻

をお知らせします｡）

5月1日に行われる第1回親睦レースは，天候

および泊地の関係で，5月14日に行われるマリン

ピック'83クルーザー・レース（湘南から大島岡

田港までの20マイル）とジョイントすることにな

りました。食べ放題のパーティーなど楽しい企画

を多数用意してお待ちしておりますので，奮って

ご参加下さい。

＊

申し込み先／マリンピック実行委員会

〒105東京都港区海岸1-9-15

東海汽船㈱内
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<飛梅号>に市民スポーツ賞
3月2日(水)，福岡市は，スポーツの振興とその活

動に長年貢献した人達へ贈る市民スポーツ賞を発表し

た。第四回をむかえた今回の賞は，個人4名とl団体

く飛梅号〉で，過去すでに個人11名,3団体に授与さ

れている。表彰式は，3月9日(水)，市内築港本町の

福岡サンパレスで行われた｡個人受賞者4名の中には，

地元ヨット界の大先輩で，福岡県ヨット連盟会長篠原

雷次郎氏（九大ヨット部OB)も含まれ,<飛梅号〉

の受賞とともにダブル受賞となった。玄界灘，響灘等

海に恵まれ，早くからヨットで活躍していた福岡の

ヨット界にとっては，むしろ遅い受賞ではあったが，

海洋スポーツ普及という個人の地道な活動と，そこか

ら花開いたく飛梅号〉のパンナムクリッパーレース優

勝に対してもう一度拍手を贈りたい。今年はこの受賞

で幸先よいスタートを切った。全員無事故をモットー

に，ヨットライフを楽しもう.／

｢安全対策講習会」
へ

〆

玄海支部安全委員長有吉伸二

3月6日（日）午前11時より，クラブハウス第二会議

室およびハーバー内岸壁において,NORC本部安全

対策委員長児玉萬平氏をむかえ，海上安全対策講習会

が開かれた。3月末日に予定されていた海上保安部の

阿武氏，春野氏による講習会も繰り上げ同日に行われ

た。また，メーカー側からも藤野氏が出席，ライフラ

フトの講造その他説明後，〈玄裕>(DOU42)のラフ

トを使い岸壁近くで実際に投下してみた。使わなくて

済むことならと，だれもが思いつつも，その使用方法

がいつも気になっていたライフラフト，そして信号紅

炎，その他各種の救助信号灯を使用しての講習は，実

に有意義だった。
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年齢不相応な声
玄海支部広報片倉静江
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イラスト：片倉静江

パンフレットを1，2冊取られただけでお帰りになっ

た。（大事な客を一人失った！）

「ヨットに乗っていらっしやるそうですが，取材さ

せて下さいませんか？」。この手の申し手は，前の26

フィート進水以来つづいており，ヨットそのものが憩

いの場であり，オフショアの原稿を書いたり，本を読

んだり勉強したりで，ある意味で「聖域」になってい

る人にとって，その場所を公開されるのは辛いので，

ずっとお断りしている。それでもと，しつこく電話で

喰い下がってくる人には，ズバリ年齢を言うと，急に

声のトーンまで変わってきて，「ハハア，可愛い子ちゃ

んと感違いしたな？」とすぐわかる。大変礼儀正しい

ある記者は，年を聞いて「しまった！」と思っている

くせに，そんなことおくびにも出さず全然関係ないと

いう素振りを無理して出し，取材日まで決め，そして

翌日，誠に丁寧なお断りの電話を入れてきた。

年齢を言っても引き下がらなかったのが「舵」社の

山田浩之リポーター。年齢は調べていたのかもしれな

いが，うまく乗せられたって感じ。しかし山田記者に

感謝しているのはあの写真で，笑顔が自然で表情がす

ごく柔かく，またゆで玉子のようにスベスベした肌！

「ねえ，ねえ，この写真いいでしょう？カラスの

足跡が全然見えないわ」

ジロッと目尻あたりを見返してその友人曰く，

「貴女く．らいになったら足跡って言わないの。カラ

スのつめ跡って言うの」

ヨット仲間くヤングソール〉（ノーテック26）のオー

ナーで，印刷会社の社長さんに同じ写真を見せびらか

したら，「舵社の印刷機は悪いねえ｣。（恐れ入りやし

た！）

一寸可愛らしい（1）声の持ち主が五十路に入るとい

ろいろな事件が起きる。……かといって，50代にふさ

わしい声（もしあれば）を作るわけにもいかず，苦笑

いすることが多くなった。ある航空会社から予約を受

けた後，先方の男性がスイートな声で聞いてくる。

「ところで君，この業界長いの？」（年齢を算出？）

「ええ，まあまあですね」

「仕事，慣れた？」

「そうですねエ，精いっぱいって感じです」

「そう，僕もね，大学出て直ぐ入社して，そうだなァ

ちょうど3年目に入ったところかな？」（こちらさん

は18年目に入ったところじゃよ）

「そうですか，それはそれは……」

「ねえ，オフィスに遊びに行ってもいい？」

「どうぞ！どうぞ1」

そしてやって来たその男性，ドアを勢いよく開け，

ニコニコ笑いながら，目の前に座っている本人に，

「片倉さん，いらっしゃいますか？」

「…･･･私ですが？」

その後の狼狽1－七面鳥のように赤くなったり，青

くなったり，慌ててポケットから出したタバコを落と

しそうになったり。じっとりにじみ出た額の汗を見て

いると，こちらの方が気の毒になってしまう。

「ドイツのパンフレットを頂きたいんですが，伺って

もよろしいですか？」

「どうぞお越し下さいませ」

「家内を今から行かせますので渡して下さい。家内は

もう四十代のバアさんです。しわくちゃの。すぐわか

りますよ」

ドアを開けて入っていらっしゃった奥様，一瞬ハツ

として立ちどまり,後はやたらにお愛想笑いを浮かべ，

一ド

(10)
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第3回琵琶湖クルーザーフェスティバルご案内

今年で3回目を迎える琵琶湖クルーザーフェスティ

バルが5月15日に開催されますのでご案内いたします。

〈組織〉

主催／(社)日本外洋帆走協会(NORC)

（財)日本ヨット協会(JYA)

主管／キャビン85．ヨット・フェスティバル・実

行委員会NORC近畿北陸支部滋賀県

ヨット連盟京都府ヨット連盟大阪ポー

トヤマハ会ヤマハセーリング協会琵琶

湖クルージングヨットクラブ読売連合広

告社

後援／滋賀県大津市滋賀県小型船協会大津

水上安全協会読売新聞大阪本社読売テ

レビ放送報知新聞社舵社

く第3回琵琶湖クルーザーフェスティバル〉

日程／スタート1983年5月15日(日)1000

レセプション5月15日(日)1600～

コース／名鉄マリーナ沖～におの浜～際川沖

参加資格／全長19ft以上のキャビン付きセーリング

クルーザーでアマチュアが所有し艇名と

セールナンバーを有する艇

適用規則/1981～1984年IYRU競技規則および大会

帆走指示書

安全規則／船舶安全法に基づく検査済みの艇に限る

順位決定／クラス別先着順

クラス／クラス1全長9.5m以上

クラス2全長8.0～9.49m

クラス3全長6.5～7.99m

クラス4全長6.49m以下

責任所在／ヨットレースの国際慣例に基づきレース艇
がスタートするか否か，またレースを続行

するか否か等の決定は各艇の責任で行うも

ので，レースの主催・運営者は参加者およ

び艇体の傷害・損害に対して責任を一切負

わ な い

乗員規定／上記に基づき特に規定しない

表彰／キャビン85カップ（各クラス1位の艇）
クラス優勝(各クラス優勝の艇(持ち回り））

クラス2～3位

ゴールド賞（船齢の最高艇）

シルバー賞（平均年齢の最高艇）

3代賞（親子3代チーム）

遠来賞（最も遠くから参加した艇）

ファミリー賞（ファミリーチーム）

レディス賞（レディスセーラーの艇）

ベストユニホーム賞

参加賞（参加者全員）

その他各賞設定

参加料/1艇につき5,000円1人につき1,000円

参加申込／●申込方法

所定の申込害に現金を添えて5月5日17

時までに申込むこと

●申込場所および，帆走指示書の交付

主要マリーナ・マリーンショップおよび

(11）
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実行委員会

●実行委員会所在地

キャビン85ヨットフェスティバル実行委

員会

〒520大津市柳が崎1-2

滋賀県ヨットハーバー(0775-24-1781)

〈クルーザー体験〉

集合地／柳が崎ヨットハーバー

日時／5月15B(日)0830

対象／18歳以上の女性，2名～3名のグループ°を

25組募集

参加料/1人2,000円（レセプション参加料）

内容／クルーザーフェスにエントリーするヨット

への試乗

申込／グループ全員の氏名,住所,電話番号,職業，

また代表者氏名を明記のうえ下記へハガキ

もしくは封書にて申込

締め切り5月5日(当日消印有効）

〒530大阪市北区野崎町8-10「よみれん」

キャビン85ヨットフェスティバル実行委員会

TELO6-312-8561

注意事項／乗船中は艇長の指示に必ず従って下さい

乗り物酔いの激しい方はご遠慮下さい

万一，事故発生の場合主催者は一切責任を

負いかねます

く観覧船〉

乗船艇／<弁天丸〉（琵琶湖汽船）250名乗

日時／5月15日(日)0915～1300

乗船場所／琵琶湖汽船浜大津または琵琶湖ホテル（予

定）

コース／クルーザーフェス，レースコースを観覧

申込／受け付け150名，乗船料大人1名3,000円子

供1名2,000円

表彰レセフ°ションの参加料を含みます

当日，乗船場所で受け付けのほか下記へ申

込

〒520大津市柳が崎1-2滋賀県ヨットハー

バーキャビン85ヨットフェステイバル実

行委員会

TELO775-24-1781

〈キャビン85ヨットフェスティバル写真展〉

実施場所／西武百貨大津店

期間／5月21日～5月27B

内容／ヨットフェス，レースシーンの写真展

カメラマン・かじのこういち

展示写真とTシャツ（プレミアム）の販売

ディンギー（実物）の展示

電波航法機器の｢解禁｣について瀞奮器 解

ここ数年来，各国のレースに電波航法機器（オメガ，

ロランA/C,NNSSなど）の使用の可否についてい

ろいろ討議され，暫次解禁されて参りました。

NORC理事会においても，昨年より議題に上り専門

委員会において検討され，去る2月19日に開催された

理事会において，今年度よりNORC本部・支部主催

の各レース時の電波航法機器の使用禁止条項を解除す

ることが議決されました。

近く，帆走，安全，ルール，通信など各専門委員が

検討して使用，運用細目が決定次第お知らせします。

今回解禁された電波航法機器は，ロランA,ロラン

C,衛星航法機器(NNSS),デッカ，ナビゲーター，

オメガシステムなどですが，レース時に搭載を義務付

けられるものでもありませんし，カテゴリーIに要求

されている六分儀などの天測機器の搭載要求も従前通

り変更されません。

電波航法機器は，我が国の電子技術の発展にともな

い，優秀なものが多く市中に見られますが，かなり高

価なものであり，使用条件の悪い外洋艇ではスプレー

一発で使用出来なくなることも十分に考えられ，故障

しても船上で修理することはまず不可能です。試用し

てみますと確かに便利ですが，使用者の操作誤差や機

(12）

器の測定誤差が2～3マイルになることもあります。

近年，内航貨物船の沿岸航海中にレーダー使用中の

衝突事故が報道されますが，機器に頼りすぎ故障不調

によるものが事故の原因になっています。

私自身，これらの電波航法機器を扱った経験もあり

ますが，電子機器の発達にともない帆走艇の分野にま

で普及してきたことは目を見張る思いです。しかし，
機器に頼りすぎ，トラブルの原因にならねばよいがと

思います。オーナーやスキッパーの皆さんには更に天

測技術の訓練も必要ではないかと考えます。

昨年の本誌8月号で鹿児島大学の田口先生に電波航

法機器の解説をお願いしましたが，利用海域による機

種選定も考えなくてはなりません。外洋帆走艇に航法

機器を使用することは技術的にも非常に興味がありま

すので，小笠原レースを利用して，鹿児島大学航海計

器教室の指導で各種の資料データを集めたいと思って

います。

今までの商船,漁船,漁船仕様の機種ではなく，ヨッ

ト仕様の機種の開発を各メーカーに依頼し，この記事

をご覧になるころには数社から発表され，会員に良品

を安価で頒布出来ると思います。

桑
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この特殊無線技士（国際無線電話）は電話級無線技

士と，特殊無線技士（甲）の中間に位置する資格です。

したがって試験の難易度も特殊（甲）より難しく，電

話級よりやさしいと考えて良いと思います。

「英会話」の試験は意志を通じあえる程度とのこと

です。

受付期日がせまっておりますので，受験希望者はお

早めに申請されることをおすすめします。

■特殊無線技士（国際無線電話）勉強会のお知らせ

6月17日に実施されます国家試験にむけて勉強会を

行います。今までの例では，勉強会出席者の合格率は

87パーセントです。日時は未定ですが5月（中～末）

を予定しています。NORC事務局に申し込んで下さ
1，

Vdo

なお，受験申請書が提出されていませんと受験でき

ませんので，忘れずに提出して下さい。メ切は4月22

日です。詳細はオフショア5月号で発表します。

今回新たに，特殊無線技士（国際無線電話）の資格

が新設されました。

操作範囲/1)空中線電力50W以下

周波数1.6MHz～4.0MHz

2）空中線電力50W以下

周波数25.1MHz以上

l),2')いずれも電話

試験日／6月17B(関東電波監理局）

受験申請期間／58年4月8日～4月22日

受験料/2,000円

受験申請耆提出先／各地方電波監理局または沖縄郵政

管理事務所

試験科目／法規,無線工学,電気通信術(和文：50字/分，

英文：50字/分)，英会話

受験申請書教科書はNORC事務局または各地電

波振興会でお求め下さい。なお，受験申請書は4月以

降フォームを変えますが，｜日申請害も6月期試験に限

り使用できます。試験種別の塗色は茶色です。

（
一

太郎,篠原要,武市俊,名当英臣,林賢之輔,渡辺修治，

塩川孝二，都築勝利，市川舅，小林義彦，秋山福夫，

三井祥功，貴伝名一良，岩田行史，城間祥行（代保井）

〈委任状提出理事〉7名

石原慎太郎,松木哲,山崎達光,福元征四郎,山田東吾，

加藤蔵男，横山晃

く出席監事〉2名

飯島元次，平松栄一

NORC協会ニュース

第86回理事会

および

第4回全国代議員会
4．議題

第一号議案昭和57年度事業報告ならびに収支決算

報告

第二号議案；昭和58年度事業計画ならびに収支予算
案

第三号議案昭和57年度会費未納者（除名予定対象
者）の取り扱いについて

第四号議案；選挙管理委員の選出について

第五号議案会友艇船艇登録規程の一部改正(案）（艇

を更新した場合の取り扱い）

第六号議案；新入会員の承認について

第七号議案ラ支部交付金規程の一部改正について（交

付比率の変更）

第八号議案；その他

（1）学生外洋帆走団体を協会の友好団体とすること

について

（2）会費の前納制について

（3）その他報告書

一 心

一

社団法人日本外洋帆走協会においては，次のとおり

第86回理事会および第4回全国代議員会が開催されま

したのでお知らせ致します。

第86回理事会

1．日時昭和58年2月19日(十）1300～1530

2．場所船舶振興ビル10階会議室

3．出席者28名内，理事26名

く出席理事>19名

秋田博正，大儀見薫，清水栄太郎，嶋田武夫，小林和

(13）

脅篇臭瑁月期無線従事者国家試験日時決まる／
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5．議事概要

秋田副会長が議長となり，出席理事を確認の結果

事務局より出席理事19名，委任状提出理事7名，合計

26名で定足数の過半数が出席となっており，本理事会

は成立する旨の報告があり，議事録署名人に武市俊，

林賢之輔の両理事を指名した後議事に入り，清水専務

理事の進行により議事が進められ,1530全議案を議了

しおよび各委員からの報告を完了して，議長より閉会

が宣せられた。

6 ． 議事

第一号議案；昭和57年度事業報告ならびに収支決算

報告

小林常務理事より，第27回通常総会資料に基づき報

告が行われ，資料の一部につき次の訂正が行われた。

57年度新規加入会員は301名を311名に，会友艇の新

規登録83艇を81艇に，また更新21艇を23艇に,3年経

過による退会者75名を74名に，「差し引き総数30艇増

の346艇」を「6艇増の324艇に」改められた。

続いて，名当財務委員長より，資料に基づき57年度

決算報告が収入，支出の順に行われ，その中で主な事

項として，収入の部については，今年から会費収入の

項に臨時会費の科目を設けて，徴収した臨時会費を事

業収入の項から移すこととした点，日本縦断レースに

おいて収益をあげることができた点，および会費収入

が不況を反映し，またレース収入が2レース実施不能

となったことにより約11%の減収となった点等より，

収入総額は予算額より9,544,704円減の94,909,296円

となった旨説明された。

次いで，支出の部については，2レース実施不能あ

るいは各委員会の真蟄な節約等により事業支出は約

723万円節約ができた点，前期からの借入金600万円を

返済した点，およびこのため前理事会で承認を得た30

周年記念事業充当予定の日本縦断レースに伴う収益金

を取り崩した点等により，総額は予算額より

7,770,917円減の96,675,083円となり，次期に

1,765,787円の赤字繰り越しとなった旨説明された(日

本縦断レースに伴う収益金の取り崩しについては，清

水専務理事から本理事会で了承願いたい旨補足説明が

なされた)。

なお，資料の内，沖縄支部の前期繰越収支差額は

141,024円に，通信費支出は49,000円に訂正されたた

め，関連する収入および支出の決算総額等も先程説明

したとおり訂正願いたい旨説明された。

また，57年12月31日の正味財産は資料のとおり

4,615,190円である旨の説明がなされた。

以上に対し，飯島元次監事から平松栄一監事と1月

20日に会計および業務の監査を行った結果，何れも真

実，適法かつ正確であった旨報告が行われた。

また大儀見副会長より，57年度NORC本部決算は

当初予算に比べて実質収支は収入で13,508,213円の減

(14)

収，支出で15,697,720円の支出減となっており，結局

2,189,507円の差引き当初計画に比べて黒字決算と

なっている。しかしながら予算，決算に約1,500万円

の相違が出た点については，当初予算が不十分であっ

た点をご了承願いたい旨の追加説明がなされた。

秋田議長が総額94,909,296円の収支決算につき了承

を求めたところ，全員異議なくこれを了承した。

第二号議案：昭和58年度事業計画ならびに収支予算

（案）

小林常務理事より，資料に基づき昭和58年度事業計

画について説明が行われたが，レース事業に関して小

林(義)，都築および塩川の各理事および大儀見副会長

より，従来われわれが誇りに思って参加してきた本部

レースが，理事会の議決もないまま何れも各支部レー

スとなっている点が指摘され，審議の後，次の各レー

スを本部主催レースとすることとなった。

小笠原レース,烏羽パール・レーース,江ノ島･清水レー

ス,全日本支部対抗レース,琵琶湖クルーザー・フェ

スティバル

また全日本レベル・レースは，全日本支部対抗レー

スに性格を変更するほか，日本ビック・ボート・レー

スはNORC主催レースとしては行わないこととなっ

た。

また五のレース事業には補助事業が含まれていると

訂正された。

次で，秋田副会長より，今年は沖縄・西宮レースに

ついて,関西ヨット・クラブ主催NORC内海支部(沖

縄支部は検討中）後援ということで実施すべく準備中

である旨の報告があった。

次で，30周年事業に関して，清水専務理事から記念

誌については,会報委員会が中心になって作業を進め，

既に編集に入る段階になっている。また式典について

は，関東，駿河湾，東海，内海，近北，西内海，玄海

等のグループに分けて，パネル展示等も考えながら持

ちまわり方式は如何等と検討中であり，また

Offshoreにより会員からの案についても募集中である。

また記念式典であるので，記念誌は無料配布，式典

は「志」程度の有料に致したいと考えている旨報告さ

れた。

次に，帆走委員長から従前からの懸案となっておる

電波航法計器の塔載については,RORCが今年から

全面解禁となり，アメリカも解禁としておる点を考え

通信委員会と合同で検討の結果，国際的観点から全面

解禁にしたいと考えている旨の報告があり，これに対

して小林(義)理事より東海としては全面解禁をまた貴

伝名理事から強制としないことを望む旨の意見の表明

がなされた。

また大儀見副会長から，無定見な全面解禁には疑義

があり，計器がなくても十分対応できる技術向上のた

めの施策をふまえた上での解禁となるよう望む旨発言

された後，（案)どおり強制するということでなく全面

へ、

一 h

日
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副会長からも，各支部の財政事情と対比しても，是非

考慮願いたい旨の口添えの後，秋田議長が異議をただ

したところ全員これを了承した。

第八号議案：その他

(1)学生外洋帆走団体を協会の友好団体とすることに

ついて清水専務理事より，前回の審議をふまえて，

配布資料のとおり総務委員会でまとめたものである

旨説明の後，秋田議長が異議をただしたところ全員

これを了承した。

(2)会費の前納制について

渭水専務理事より，配布資料のとおり現在会費の

前納制について検討中である旨説明があり，結局，

今後継続審議とすることとなった。

(3)電波の割り当てについて

篠原通信委員長より，緊急用電波発信器，国際

VHF帯の確保，通信従事者試験の緩和等について

現在郵政省と接渉中の実情について報告がなされ

た。

(4)その他

清水専務理事より，支部設立承認基準の内「代議

員会の議を得て…」とあるは「理事会の議を得て“･」

のあやまりである旨訂正された。

(5)計測料金の値上げについて

林計測委員長より，計測員手当の値上げ案につい

て説明があった力;，総務委員会において十分調整を

した後，了承することとなった。

以上により全議案を議了して第86回理事会を終了し

た。

解禁することになった。

続いて，大儀見副会長および清水専務理事より，既

に57年度決算報告で説明したとおり，予算，決算に大

きな相違を生じた点より，従前のとおり56年度決算を

基として，数回の理事会の議を経て作成し，配布した

58年度予算案では不合理であるので，急拠別途配布の

組み替え予算案を作成致しました。この間の事情をご

理解の上この組み替え予算案について審議願いたい旨

の説明があり，名当財務委員長から別途配布の説明用

資料に基づき，57年度の予，決算の実状，および57年

度実績を基にした増収施策，ならびに58年度要求予算

の減額のための措置について説明があった後，秋田議

長が総額87,144,000円の組み替え予算案について異議

をただしたところ，全員これを了承した。なお，日本

船舶振興会からの補助金は内示額で決定額でない点が

付言された。

第三号議案昭和57年度会費未納者（除名予定対象

者）の取り扱いについて

清水専務理事から，配布資料に基づき今年は例年に

比し会費未納者が多くなっているが，今後とも前年度

の会費の納入を受け付けて除名会員の復活を認める予

定としているので各支部においても，納入促進につい

て努力願いたい旨の説明があり，秋田議長力訂名簿塔載

者507名を除名することについて図ったところ，全員

これを了承した。

第四号議案；選挙管理委員の選出について

清水専務理事が配布資料に基づき各支部より推薦さ

れた候補者名簿塔載者について，選任の可否について

説明した後，秋田議長が異議をただしたところ，全員

名簿塔載者に選任を了承した。

第五号議案会友艇船艇登録規程の一部改正(案）（艇
を更新した場合の取り扱い）

小林常務理事より，会友艇が3年以内の有資格期間

中に登録艇を代替えし,同一番号で登録したい場合は，

登録料13,000円のところ10,000円（会友費は既納分を

充当）で残期間に対する証書を発給することとしたい

旨の説明があり，秋田議長が異議をただしたところ全

員これを了承した。

第六号議案；新入会員の承認について

清水専務理事より，前理事会以後の昭和57年11月21

日から昭和58年1月31日までの入会者17名について説

明の後，秋田議長より入会の可否をただしたところ全

員入会を認めることとなった。

第七号議案；支部交付金規程の一部改正について（交

付比率の変更）

清水専務理事より，前回の理事会で懸案事項として

提示しました支部交付金の交付比率について，全体と

して各科目とも約40％となっているが，正会員につい

てのみは57％の交付比率となっており，現在の本部の

財政事情も考慮願って，58年度分より他と同様43％

3,000円としていただきたい旨の説明があり，大儀見

餌里

一

第4回全国代議員会

1．日時昭和58年2月19B1625～1815

2．場所日本船舶振興会10階会議室

3．出席者72名

く出席代議員〉24名

白崎謙太郎，兵藤茂，長束盛隆，名和幸夫，楳田敏雄，

田中昭愛，柿島亮一，平田克己，山田邦彦，三宅直晴，

古屋静男，松田栄夫，中谷林平，古川保夫，杉本智昭，

藤森紀明，菌信雄，木田成器，安原達朗，小沢美弘，

佐藤和夫，藤田弘治，保井明博，大儀見薫

く委任状提出代議員〉48名

榊原喜男，野沢進司，有田一郎，藤井茂，延滋男，岡

田克彦，竹井考之，並木茂士，藤井伸一，近藤禎之，

平野喜美夫，荒井敬一郎，二村昭治，金原良一，横沢

真則，熊沢光政，吉田節美，吉津弘一，笠井章而，朝

河清，清田博,重盛忠誠，中馬勇，加藤武，大河原孫一，

真田恒男，竹内聡一，寺田順，竹井孝之，高橋保治，

佐藤誠幸，平岡英信，松野亘秀，松木正雄，桜井勝己，

寺本康郎，鈴木幹夫，岩井貞雄矢吹秀邦，今井正徳，

（
）

(15)
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大原敦，瀬川洸城，倉持和夫，早川伴徳北村勝彦，
藤井勇造，細谷行雄

4 ． 議題

第一号議案昭和57年度事業報告ならびに収支決算
報告

第二号議案；昭和58年度事業計画ならびに収支予算
案

第三号議案；昭和57年度会費未納者（除名予定対象

者）の取り扱いについて

第四号議案；選挙管理委員の選出について

第五号議案《その他，各委員会報告等

(1)新任代議員の報告

（2）会友艇船艇登録規程の一部改正(案）（艇を更新

した場合の取り扱い）

（3）学生団体を当協会公認友好団体とすることにつ

いて（含，支部承認規準）

（4）賛助会員推せん基準

（5）オフショアー単価改訂

(6)J-24艇の登録について

（7）顧問委嘱基準(案）

（8）会員，会友艇の現状

（9）30周年記念事業について

(10)北海道における2支部の発足について

(11)会費の前納制について

(12)支部交付金規程の一部変更について

5．議事概要

秋田副会長が議長となり，出席代議員を確認の結果，

事務局より出席代議員24名，委任状提出代議員48名，

合計72名で，総員94名の定足数47名を超えるので，本

代議員会は成立する旨の報告があり，議事録署名人に

名和幸夫，白崎謙太郎両代議員を指名した後議事に入

り，清水専務理事の進行により議事が進められ,1815

全議案を議了しおよび各委員会からの報告を完了し

て，議長より閉会が宣せられた。

6． 論事

第一号議案；昭和57年度事業報告ならびに収支決算

報告

小林常務理事より，第27回通常総会資料に基づき報

告が行われ，資料の一部につき次の訂正が行われた。

57年度新規加入会員は301名を311名に，会友艇の新

規登録83艇を81艇に，また更新21艇を23艇に，3年経

過による退会者75名を74名に，「差し引き総数30艇増

の346艇」を「6艇増の324艇に」改められた。

続いて，名当財務委員長より，資料に基づき57年度

決算報告が収入・支出の順に行われ，その中で主な事

項として，収入の部については，今年から会費収入の

項に臨時会費の科目を設けて，徴収した臨時会費を事

業収入の項から移すこととした点，日本縦断レースに

(16)

おいて収益をあげることができた点，および会費収入

が不況を反映し，またレース収入が2レース実施不能

となったことにより約l1%の減収となった点等より，

収入総額は予算額より9,544,704円減の94,909,296円

となった旨説明された。

次いで，支出の部については，2レース実施不能あ

るいは各委員会の真華な節約等により事業支出は約

723万円節約ができた点，前期からの借入金600万円を

返済した点，およびこのため日本縦断レースに伴う収

益金を30周年記念事業に充当する予定のところ取り崩

すこととなった点等により，総額は予算額より

7,770,917円減の96,675,083円となり，次期に

1,765,787円の赤字繰り越しとなった旨説明された。

なお，資料の内，沖縄支部の前期繰越収支差額が

141,024円に，通信費支出が49,000円に訂正されたた

め，関連する収入および支出の決算総額等も先程説明

したとおり，訂正願いたい旨説明された。

また，57年12月31日末の正味財産は，資料のとおり

4,615,190円である旨の説明がなされた。

以上に対し，平松栄一監事から飯島元次監事と1月

20日に会計および業務の監査を行った結果，いずれも

真実，適法かつ正確であった旨の報告がなされた。次

に名和代議員の質疑もあり大儀見副会長より，57年度

NORC本部決算は当初予算に比べて実質収支は，収

入で13,508,213円の減収，支出で15,697,720円の支出

減となっており，結局2,189,507円の差し引き当初計

画に比べて黒字決算となっている。しかしながら予算，

決算に約1,500万の相異が出た点については，当初予

算が不十分であった次第で悪しからずご了承願いたい

旨の追加説明がなされた。

秋田議長が総額94,909,296円の収支決算につき了承

を求めたところ，全員異議なくこれを了承した。

第二号議案；昭和58年度事業計画ならびに収支予算

案

清水専務理事より，既に数回にわたる理事会の議を

経て作業を進めて参り皆様の手元に送付しました58年

度当初予算案は，57年度の実績を見ないまま，56年度

決算をベースに作業を進めて参りました。しかしなが

ら，57年度予，決算に第一号議案で説明したとおり数

字的に大きな開きを生じたため，急拠57年度決算を

ベースに組み替え予算を作成致しました。この間の事

情をご理解いただき,審議願いたい旨の説明があった。

続いて，小林常務理事より，配布資料に基づき昭和

58年度事業計画について日本船舶振興会の補助金によ

る事業およびその他の安全確保のための事業等の順に

説明が行われ，その中で“五”項のレース事業に関し

て先の理事会で次のとおり一部修正が行われた旨の報

告があった。

(1)本部主催レースは行わないこととしていたが，次

のレースを本部主催レースとすることとした。

小笠原レース（4月),鳥羽パール・レース（7月)，

へ

へ
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江ノ島・渭水レース（7月)，全日本支部対抗レー

ス(10～11月),琵琶湖クルーザー・フェスティバ

ル（5月）

(2)全日本レベル・レースは全日本支部対抗レースに

性格を変更した。

(3)日本ビッグ・ボート・レース（5月）はNORC主

催レースとしないこととなった。

(4)“五”項の記事中（ただし補助事業を除く）は削

除する。

以上に対し，名和代議員から変更するに至った経緯

についての質疑があり，大儀見副会長より，原案は帆

走委員会レベルの案として審議中のものが，理事会の

議を経ないまま記載されたが，各地方支部からの強い

要請と，レースの活性化を考え，また従来からの伝統

を大切にする観点から，先の理事会で本部レースを復

活することにした。なお八丈島レースは伝統レースで

あるが，現今のレースの実態より関東支部レースとし

た。

また今年度のミニトン全日本選手権レースは補助金

対象レースに入っていない旨の説明がなされた。以上

に対しミニトン・レースも補助金対象レースに願いた

い旨，また平田代議員より，総会に望むに当たり計画

は慎重に行い，同時点における変更は多くの会員に疑

義を与えるので今後改めてほしい，および変更事項の

周知徹底を図られたい旨の発言があった。

また江ノ島20周年記念事業に神子元島レースを江ノ

島で実施してもらいたいとの発言に対して，関東支部

と調整することとなった。

続いて，名当財務委員長より，57年度の不相当なる

予，決算をふまえて，58年度の組替え予算案の内容お

よび作業の経緯について配布資料に基づき収支別々に

説明が行われた。

これに対して，名和代議員より関東支部活動の強化

策について，先のオーナー会議でお願いしたが実現さ

れていない。58年度は致し方ないとしても59年度以後

については努力願いたい旨の発言があり，大儀見副会

長より本部財政の実情をふまえて，残念ながらフリー

ト助成金は減額されたが，その他の面で関東独自の委

員会を設けて強化策即ち独自の泊地対策活動あるいは

財政を離れたレース活動の活性化のための手法等を検

討していきたいと考えており，このほか59年度以後に

は，関東のクラブ的な活動の強化に努力したい旨説明

された。

また薗代議員より，関東支部基金を関東支部および

NORCの事業活動に必要に応じて活用しては如何と

の発言に対して，大儀見関東支部長より，現行規約を

弾力的に運用したいが，災害関連以外の日常の事業活

動への流用は無理があり，安全がらみの範囲内に関す

る限り広く解釈していきたいと考えている旨説明され

た。

以上により秋田議長が58年度組替え予算案について

異議をただしたところ，全員これを了承した。

第三号議案；昭和57年度会費未納者（除名予定対象

者）の取り扱いについて

清水専務理事から，配布資料に基づき今年度は例年

に比し会費未納者が多くなっているが，今後とも前年

度の会費の納入を受け付けて除名会員の復活を認める

予定としているので各支部においても，納入促進につ

いて努力願いたい旨の説明があり，秋田議長が名簿搭

載者507名を除名することについて図ったところ，全

員これを了承した。

なお,0ffshoreの発送停止等の措置は弾力的に規則

の運用を願いたい旨の発言があった。

第四号議案；選挙管理委員の選出について

清水專務理事が，配布資料に基づき各支部より推薦

された選挙管理委員候補者名簿搭載者について，選任

の可否について説明した後，秋田議長が異議をただし

たところ，全員，名簿搭載者の選任を了承した。

第五号議案；その他，各委員会報告等

1.清水専務理事より，資料に基づき新任代議員が紹

介された。

2．小林常務理事より，配布資料に基づき会友艇が3

年以内の有資格期間中に登録艇を代替えし，同一番

号で登録する場合は，登録料13,000円のところ

10,000円（会友費は既納分を充当）で残期間に対す

る証書を発給することとなった旨の報告がなされ

た。

3．清水専務理事より，配布資料に基づき，全国組織

である学生外洋帆走団体を，協会の組織として認め

ることについて種々検討中のところ，この度理事会

の議を経て公認友好団体として認めることとなった

旨の報告が行われた。

主たる内容は，学生団体会員の激しい交代をふま

え，各々の所在する地方支部に所属して，支部活動

に協力しながら，また本部をも含めて委員会活動に

も積極的に参加し各学校の監督下にあることを前提

に，共に研さんしていくこととした旨説明された。

また資料に基づき，支部承認基準が照会された，

その内で承認は代議員会の議決によりとされている

が，これは理事会の議を経て会長が承認することと

なる旨説明された。

4．その他，清水専務理事より，配布資料に基づき，

賛助会員推薦基準,NORC会友ならびに会友艇船

艇登録規程の一部改正,NORC船艇登録規程およ

び会友艇船艇登録規程の一部変更(J-24艇関連）お

よび北海道における2支部の発足について報告が行

われた。

5．清水専務理事より，配布資料のとおり顧問委嘱規

準(案)を作成して現在理事会で検討中である旨の報

告が行われた。

6．清水專務理事より，配布資料に基づき，昭和58年

1月31日現在，特別会員793名，正会員2,371名，準

へ
グ

ー

（
〉
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会員27名，合計3,191名，登録艇は799艇，会友艇は

57年末で324艇である旨報告された。

7．清水専務理事より，昨年より予算措置を構じて，

30周年記念事業を計画しているが，その内容は記念

誌の発刊と記念式典であり，このほかにも記念レー

ス等の意見もあり，今後理事会で検討していく旨報

告された。

8．清水専務理事から，財政上の観点から現在理事会

で会費の前納制を検討中である旨報告された。

9．清水専務理事から，資料に基づき支部交付金規程

に関して，本部，支部の財政の実態をふまえ，また

各費目の交付比率の均一化を図るため，正会員の年

会費の内，支部交付金は58年度分から4,000円を

3,000円とすることとなった旨報告された。

10.佐藤および名和代議員より，現在の会の財政事情

を勘案するとき，将来会費の値上げに通ずるものが

あると考えられるが，理事会で行革等に関しご審議

願い，広く会員の協力を求めるべきではないかとの

発言があり,清水専務理事大儀見副会長より，現

在の活動および節約の実態および今後の方向につい

て説明が行われた。

また平田代議員より，クラブ主催のレースを実施

する等のことも考慮して，会員増に継げていくこと

により財政上のメリットを検討すべきではないか，

との発言があった。これに対し秋田副会長より努力

する旨発言された。

毎に交付比率が異る等の不合理を是正する旨の合意が

なされたことに伴い，次のとおり一部改訂致したい。

改訂案

1．入会金および年会曲

率
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以上により全議案を議了しおよび報告を完了して第

4回代議員会を終了した。
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交付金規程の一部改正について

第85回理事会において，日本外洋帆走協会支部交付

金規程が追認の形で了承されましたが，その際各費目

登
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艇

会
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『~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~---~~~~~~1
INORC頒布物品の お知 らせ I
L----------"-"-"--x--w-"-------"_-"---"__"__"____J

NORCでは，会員から強い要望がありましたブレ

ザー，エンブレーム，ボタン等を頒布することになり

ましたので，ご希望の方はNORC事務局までご連絡

下さい。(TEL(03)504-1911)

なお，裏生地が66着分しかありませんので，66着先

着限定頒布とさせていただきます。

※生地は紺のサキソニー，裏生地はジャガード織り

の濃紺と紺。そしてダブル，シングル，センター

ベンツ，サイドベンツはご希望に応じます。また，

寸法直し，エンブレーム内にセールナンバーおよ

び艇名の刺しゅうも_卜記令額に含まれておりま

す。

●単品頒布

エンブレーム10,000円

ボタン5,000円

（現品がNORCに到着いたしますのは4月15日の予

定です｡）

〈価格〉

●ブレザー

会員価格

会友価格

市場価格

《
一

(裏生地，エンブレーム，ボタン含）

47,000円

57,000円

80,000円

ボタン(七宝）白
エンブレームワインレッド金

、 赤自

乎
例
凹昏

【
一
垂

ブレザー

紺

一

Ｑ
○
ぬ

－ 紺

Z

菱

§
霧〃

●
。

"

"鯵鯵霧
一
一 霧〃

杉

一ぺｾｰﾙ

、艇名ナンバー霧霧髪
霊″

鯵 ⑩

｡

ソ

地
キ

生
サ

紺濃淡

坐 抄 ジャガード織

イラスト：若井あゆ子
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’帆走委員会からのお知らせ ｜
’

重要な変更事項が二つあります。

一つは，本誌1月号の巻末でお届けした本年度レー

ススケジュール表の一部を，次のように訂正します。

第3回小笠原レース，第24回烏羽パールレース，お

よび第1回支部対抗レースの運営担当を，関東支部で

はなく本部とします。

小笠原レースのスタート日時は，5月1日(B)1200

に変わりました。

第10回江ノ島・清水レースが復活します。7月16B

(i)1100,スタートです。

もう一つは,エレクトロニクス機器類の使用制限が，

全面的に撤廃されたことをお伝えします。

帆走委員会では，航法機器類のオープンを求める方

向で，たびたびアッピールを行いましたが，本誌2月

号のORC報告にみられるように,ORCのルール改

正を受けて,NORC理事会は，この方向を公式に承
言刃1士iナテ
回心､Lノサ、lゾノーo

したがって，本年度のレースからは，ロランC,サッ

トナブを始めとする各種航法機器類や，マストヘッド

センサー，アンダウォーターユニット，フラックスゲ

『=…………電､……………………”

｜新登録艇の紹介i
岨

1雛藍驍‘鳴里鰄赫1
k▲蓉申＝､＝軍基､話頭＝奄毒､葵n基、耗唾基垂霊垂済､旦奇や戸､環、深軍汽も舞車寡、声己琢も詫唯舞誕霊、兇

321勧進丸(BALLAD)スループ蝦夷地箱館港

9.14×6.90×2.96×1.55上河睦美／艇名の由来：仲

間が集まり,艇名を考えた｡｢漢字の名がいいよ｣といっ

た友のことばを「勧進」と私が聞き違え，「勧進とは

いい。乞食，托鉢の意がある。我々のような貧乏人で

も乗れるヨット，勧進丸と命名する」となったわけ。

／抱負：レースに勝とうと，どんどん艇を変えていく

者もいるが，すっかり惚れこんで，いかに早く走らせ

るかと工夫し，いつまでも手入れをして乗りこむとこ

ろにヨットの良さを見つける。私は常に勧進丸ととも

にありたい。／クルー：森康晃，滝野康介，本間光邦，

富田良一,富田邦義熊谷政博,小林久美子,熊井俊一，

二木恒治，木下国昭，藤森恵子，上河徹,/NORC

への要望:NORC主催の「日本縦断オーシヤン・カッ

プ・シリーズ」の最終フィニッシュ地として，レース

艇を迎え入れるヨットハーバーがない。今函館港の真

中に「緑の島」の建設を運輸省が手がけている。この

島の一角に｢港函館｣にはずかしくないヨットハーバー

イトコンパスなどをジョイントさせたプログラム内蔵

のマイコンも，レース中に艇上で，自由に使用出来ま

す。

ただし，電動のオートパイロットはもちろん，ウイ

ンドベーンであっても，一切の自動操舵装置と，帆走

指示書に記載されている目的以外の無線通信は，緊急

の場合を除き，使えません。この二点は今まで通りで

す。

備品目蹴JITを受けて鐸
鳥羽レースへ･･…・

－－－…翠聴冨魯一輔灘蕊識蕊……ー

計測委員会より

本誌3月号でもお知らせしました

が，’83年鳥羽レースから必要とな

る，備品目録を取得し，JOR艇は

5月末日までに必ず簡易傾斜テスト

を受けて下さい。

の建設をぜひNORCの力で運輸省に働きかけ実現し

てほしい。全国のクルーザーヨットの泊地としたいも

のである。ぜひ，ぜひ，ヨットハーバーの実現に力を

借してほしい。

96甲竜Ⅵ世Y21R&C須磨YH甲南学園（木村

洋一)／艇名の由来：昭和38年，部創設以来，代々受

け継いでいる艇名｡／抱負：安全第一をモットーとし，

帆走技術のより一層の向上を目さしています。／ク

ルー:1年生から4年生まで部員総勢39名。(S

57/7/1現在)/NORCへの要望：学校の課外活動団体

であり，毎年代表者が変更するため，オーナーを個人

だけでなく，法人（我々の場合甲南学園）としても認

めて欲しい。

3105SNIPERYA-26Cヨットハーバー芦屋栗

田光臣／艇名の由来：「殺し屋」である。この船はア

リランレースに勝つために選んだ船であり，レースに

対する心がけとして，自分のおかれた立場を冷静に判

断し，相手を倒すことのみ考え，あたかも殺し屋の心

情を以って，この船に乗り込む。／抱負：第一，アリ
ランレースに優勝すること。第二，東京～沖縄レース

出場｡第三,南太平洋周航｡／クルー：末吉博,大村氏，
重松氏，北園成三。

2213エスペランスグランソレイユ沼津市多比港

10.05×7.80×350×1.850峰田昌矩，森川武義，林

茂，上園隆徳，小杉渭彦，渡辺良比古（共同)／艇名

（22）
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の由来：エスペランスはフランス語で希望・夢の意

味。デザイナーがフランス人であったのでフランス語

にしたが特に理由なし。レースでもクルージングでも

希望や夢のもてるヨットライフが楽しめればとの願い

から｡/抱負：オーナー,クルー合計12名の大世帯であ

るので,チームワークを第一として，レースでもクルー

ジングでも楽しくやりたい。当面はフリートでのレー

スに優勝することだが,宴会船になりそうだ｡／クルー

：塚谷次男，女子校の教師で唯一人のクルーである。

レース中はよく寝るくせがある。

3135美美スループ広島・海楽園金井準一／艇

名の由来：我家のメスのペルシャ猫の名前より。しな

やかで力強い。／抱負：瀬戸内海から少しずつ外の海

に出て行きたいと思っている。／クルー:10年以上も

クルー変わらず。橋本，高畑(同志社OB)。小山悟，

金井寿雄(日大OB)。長沼，神成，三浦，杉本，丸山，

小笠原。

3131ADAMSバンドフェット横浜ヨット協会

8.98×7.50×3.10×1.75早川渭光／艇名の由来：ス

リランカにアダムスピークという聖山があり，その名

を私の事務所の電略とテレックスに使っております。

また，人類最初の人間アダムとイヴの複数も兼ねてア

ダムスにしました。／抱負：2年前まではヨットを知

らず,乗り始めてから船の面白さと深さを知りました。

2艇目の船はスピードより遠洋クルージングに主眼を

おいて，南へ進路を取りたいと思っております。強度

等の補強で造船所には大変世話になりました。／ク

ルー：吉田久生(59歳),矢端里美(54歳),広田耀子(40

歳)，柏木勇(45歳)，渡辺明(32歳)，皆年寄りです。

/NORCへの要望：舵とヘルムを愛読していますが，

NORCの記事はほとんどレースが主体ですがランデ

ブークルージングも各地で行事の一つとしてやって下

さい。また，特に東京湾内において，最近保安庁の巡

視が非常にうるさく，我々のフリートから出航すると，

海上で待ちうけて臨検をやっており，日本字による船

腹船尾への記載等々ウルサイようです。何とかならな

いものでしょうか？当方の船には一切違反事項はな

いのですが……。

3125FLAWLESS横山30津フリート8.98×7．20

×3.30×1．75鬼頭洋二，大野良三，高村芳治，奥田

義明，種田政俊（共同)／艇名の由来：完全無欠！

という意味の英語です。／抱負：レース主体に活動。

／クルー：学生時代の友人。/NORCへの要望：特

になし。

3126レスポワールヨコハマ30雄琴マリーナ

8．98×7.20×3.30×1.75西川俊宣

2244クリステイーヌⅦヤマハR34西宮10.3

×7.8×3.6×1.9荒井敬一郎，原涼一，松本明，各

務慎，佐伯洋，津川雅彦(共同)／艇名の由来：フラン

スの女性名／抱負：関西ヨットクラブには同型艇が4

隻進水するので，当面関西ヨットクラブのレースを中

心に活動し，実力をつけ，いずれ世界に大きくはばた

きたい。／クルー：細見正俊，木下泳基豊島俊雄，

楠央，田熊邦俊，葛葉誠

J-2685どんくいさんJ-24沼津市重須7.32X

6.10×2.72×1.22安富慧鈴木伸幸，バウマン，若

さで勝負少々ドジなのでドナラレ役(共同)／艇名の由

来：初代ヤマハ15の時艇名がなかったので，名無し

のごんくいからゴンベイに決めました。J-24は3代

目なのでⅢ世を‘‘さん”としました｡本当はもっとカッ

コウイイ横文字にしたかったのですが……。／抱負：

J-24で家族連れで楽しむレースから，目をツリアゲ

タ全日本まで参加してレベルアップを計りたい。子連

れでワールド参加が夢です。／クルー：寺部京子・結

婚相手も決まりいつまで乗れるか心配。森山美穂子・

独身男性募集中2？歳，明治長次郎・迷ナビゲー

ター，八木達郎・助人/NORCへの要望：ビッグイ

ベントで，ギンギラギンのレース艇が集まるレースだ

けでなく，もっとファミリーなレースも主催してほし

い。例えば年齢によるハンディーレースなど。駿河湾

支部および沼津フリートの活動は残念ながらあまり活

発とはいえない。オリンピックコースのレースがない

ので，艇のレベルアップがなされない。また，これを

やろうといい皆を引っぱって行く人達も少ないようで

す。資金はあるはずなので，ウルサイことばかりいわ

ないで，もっと有効利用を考えてほしい。

J-2867RedStar&薬師丸J-24日産マリーナ東

海永坂佳規，武田徹(共同)／艇名の由来：何にしよ

うかと悩んだ末,公式レースはクルー定員5名,どてつ

腹に赤い星5つ，闘う5人の男達,かくしてRedStaro

ところが一寸待て待て。船は元来やさしい女性。なら

ばかわいい女性の名がいい。かわいいと言えば薬師丸

ヒロ子君。だいたい船の名には丸がつきもの。かくし

て薬師丸。ギンギンのレースに挑む時はRedStar。

やさしく海に漂う時は薬師丸で行こう〃そして

RedStar&薬師丸というすばらしい名前がつきまし

た。ちなみに船の中にはヒロ子大明神の写真が奉納し

てあります。／抱負：未熟者集団なので，多くの先輩

諸氏に色々御教授願い，海難事故なく，海に抱かれて

いたい。／クルー：募集中ですが，変てこな連中が集

まっています。

2961秋櫻TAKl/2トン徳島9三栖谷高照

へ
0

《
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目 KI
AHABpCHTSL了×50

､画淵鰄卿x蹴雨灘襯:縦1薄

ｽﾜﾛﾌｽｷー が生んだ､高性能･全天候型マリーン専用双眼鏡。
ユニーク唾構造と機能的なデザイン、数々の特長を備えたハビヒトて､す。

明るくシャープ。な視界を持ち、ショック吸収式に内蔵された光学システム

は､製法特許取得。技術革新のﾄｯﾌﾟを行く中央ピント合わせ装置､ボ

ディーは耐熱・耐寒(+70℃～-40℃)性を持ち､特殊ポリウレタン製

によるソフトなグリップ。は操作性抜群。どんな条件下でも、あなたを疲れ

させません。また、水深5mでの水圧にも十分耐えられる完全水密．防

水型ですから、曇りやカビ、腐蝕、塩害等を一切シャットアウト。もちろ

ん水洗いもできます｡またひとつ、海の世界の謎が解けるかもしれません。

ｽﾜﾛﾌｽｷー ‘《ハビヒト》SL7×50
.….…ﾝズ有….ひとみ径加鴨.…‘…¥145,000
数18.7)●完全水密･防水型●耐熱･耐寒･耐腐蝕ボデｨー ●重量1,0809(高級化粧箱入り）
※資料ご希望の方は､下記スワロフスキー･ジャパンまでお申し込みください｡パンフレットをお送りします。
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